
1 年 保 存

機 密 性 2 

平成 27年 4月 1日から
平成 28年 3月 31日まで

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

基監発 1116第 2号

平成 27年 11月 16日

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

「平成27年度労働条件相談ダイヤル事業の実施に係る留意事項についてj

の一部改正について

標記については、平成 27年3月 23日付け基震発 0323第1号「平成 27年度労働

条件相談ダイヤノレ事業の実施に係る留意事項について」（以下「本内かんjという。）

により指示したところである。

今般、

このため、本内かんを別紙の左欄のとおり改正し、平成 27年 11月 20日より適

用することとしたので、受信したメールの取扱いについて、本内かん記1に基づき、

適切な運用に遺憾なきを期されたい。



別紙

平成27年3月23日基監発 0323第1号「平成27年度労働条件相談ダイヤル事業の実施に係る留意事項について」の改正に係る新旧対照表

1本事業の概要

輔

2本事業における相談等の処理

ω伺

ω冊

ω情報提供盟主盗

改正後

本事業において受け付けた相談のうち、労働基準関係法令違反が疑わ

れ、かつ、相談者が労働基準監督署（以下「署Jという。）への情報提供

を希望する事案（以下「情報提供事案」という。）については、事業場を

管轄する都道府県労働局（以下「開局j というの）に対し、．．． 
情報提供されるものであること。

ω冊

1本事業の概要

胸

2 本事業における相談等の処理

ω陥

ω申a
(3）労働基準常替署への情報提供

現行

本事業において受け付けた相談のうち、労働基準関係法令違反が疑わ

れ、かっ、相談者が労働基準監督署（以下「署」という。）への情報提供

を希望する事案（以下「情報提供事案j という。）については、事業場を

また、本情報提供は、事業場を管館する都道府県労働局（以下「管轄局｜

という 0 ）に対しても同時に行われるものであるこ左。

ω糊

＠情報提供先

平成 27年度における情報提供先は、原則、管結碧及び管轄局．．． 
に情報提供されるものであること。なお、情報提供



紛情報提供の時期

情報提供は、原則、

るものであること。

の管轄島署における処理

に行われ

情報提供を受けた管轄局は、事業場を管轄する署（以下「管轄署｜とい

うの）に当該情報を提供することのまた、情報提供を受けた管轄暑は、情

報提供事案について、

なお、当該事案は、

と。

別紙

(6）情報提供の時期

と。

＠管轄星署から本事業の受託者への問合せ I <sl管轄署から本事業の受託者への問合せ

管轄星署は、情報提供を受けた事案の内容等に確認すべき事項等がある｜ 管轄署は、情報提供を受けた事案の内容等に確認すべき事項等がある場

場合には、本事業の受託者に対し、 「連絡調整窓口（直通電話：｜ 合には、本事業の受託者に対し、「連絡調整窓口（直通電話． ）」

｜）」を通じて問合せを行うことができるものであること。

なお、管轄星署から「連絡調整窓口Jへの問合せは、本事業の相談受付

開始前である午後3時から午後5時までの聞に行うこと。

3情報管理

申a

4 その他

陥

を通じて問合せを行うことができるものであること。

なお、管轄署から「連絡調整窓口」への問合せは、本事業の相談受付開

始前である午後3時から午後5時までの聞に行うこと。

3 情報管理

輔

4 その他

舶



別紙

別添

糊

E盟主

労働条件相談ダイヤル事業の処理の流れ

＠問合せ等

い目談者 Ic:::二~I 労働条件相談ダイヤル

L一一一一」①電話相談

亡二コ〉

②量豊盤盤

匪回

亡二ゴ〉

金撞望選盤

＠【労働条件惚談ダイヤル】 相続者から啄務相談を受け付けるh

（労働猛司堅調係法令違反以外の事案 総合労働相談zーナー．他節署及び也行問攻機関等を敏＊した事実樹立盲lU相続のみ｝

RI管結局への情報後供】 労働条件初畿ダイヤル泊‘ら管健局一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー送付さ＂る．

（情報復侠は労働基噂周係法令遺反の疑いのある事擦で、かっ．相践者が管絡署《の情報侵供.希製する鍋合）

且i笠盤呈＂＂盗皇量盤 L 情姐握手！It＊－号け弁智磁邸主 事奮闘a炉停館十＇星 H’当＂倒錯.錫供する

!ll【管結局署からの問合せ等】情鰍提供事擦に係る内容簿について確認すぺき事項等がある掛合こは．腎鴨署は連絡調型堅調院口，、問合せすることがで舎る

｛伺2長時間闘の午後3～5時｝

＠【嘗柑署の発広！

別紙2 （略）

盟主！＆3

得道府県扮働局

北場活噛働局直働基準都監督探

青蒋労働馬崎働基調匡郎監督媒

岩手労働局労働基準都震普探

宮城労働局労働基準郎監崎慎

秋開労働局労働基準部監僻螺

山形労働局労働基準郁恵嘗隈

信対象事業舗の選定等に商附する．

電話番号－ 011-709 2311 

017 734-4112 

019-504-3ooe 

022-299-SS3’ 
018 862 6881 

023・ 624 SZ22 

J)lj添

輔

型盤主

労働条件相臨ダイヤノレ事業の処理由流れ

＠問合せ等

ニ回
~EJ8 
品目

匿日

。I労働条件相畿ダイヤル】相続者から電話相援を受す付ける．

cw働基箪関係法令違反以外の事業．総合労働伺談コーナー．他防署及び他行故機関等を教示した事案等lま鍵話相肢のみ｝

＠【管結局署，、の情報信号供1労働条件絢後ダイヤルから管線局署 送付される．

｛情締鍵供＂・労働基摩地調係法令違反の疑いのある事案で、かっ相談者が管結審，、の憎線経供を希盟する場合｝

＠｛管結審からの問合せ制情報提供事業に係る内野等について確認すべき事項等がある掛合には腎儲署は連絡調盤窓口《問合せするこkができる．

（初歳時刷胸の午後3-5時）

＠［智結審の締応1

監笹対象事業場のi!I定等に話mする．

別紙2 （略）
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